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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は、会社の持続的な成長と企業価値の向上を図り、株主をはじめ、顧客・取引先・従業員・地域社会等あらゆるステークホルダーの発展に
寄与し社会一般からの信頼を得るため、コーポレートガバナンスの強化を経営の重要課題の一つと位置付けております。

　当社は、実効的なコーポレートガバナンスの実現に向け、経営環境の変化に柔軟かつ迅速に対応できる体制を構築し、速やかな経営の意思決
定を図るとともに、経営監督機能の充実や内部統制システムの強化を通じて経営の健全性や効率性を高めております。また、適時・適切な情報開
示やIR活動を通じて経営の透明性、公正性や、株主の権利や平等性を確保することを基本方針としております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について、全てを実施しています。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４　　政策保有株式】

　当社は、当社グループ全体の持続的成長には様々な企業や地域との連携が重要であると考えております。このため、中長期的な観点から取引
先との関係強化、或いは、地域社会との関係維持に資するか否かを総合的に勘案し、保有の合理性があると判断される場合に限り株式を保有す
ることとしております。保有株式は当社の企業価値向上に一定の役割を果たしているものと考えておりますが、その保有に伴う便益・リスクが資本
コストに見合っているか等の検証を個別銘柄ごとに取締役会にて定期的に行っております。なお、検証の結果、保有の合理性が認められなくなっ
たと判断される銘柄については縮減を図ってまいります。また、議決権行使にあたっては、画一的な基準によるのではなく、個別議案ごとに企業価
値を著しく毀損させるおそれや、当社への影響等を総合的に勘案した上で、議案への賛否を判断いたします。

【原則１－７　　関連当事者間の取引】

　当社は、役員や主要株主等との取引(関連当事者間の取引)にあたっては、会社や株主共同の利益を害することのないよう、一般の取引条件と
比較し、同様の適切な条件とすることとしております。

　なお、役員との取引にあたっては、取引の開始前に、当該役員又は取引担当部署から経理部へ概要の通知を行い、利益相反取引等に該当す
る場合には取締役会において取引の可否を決定し、承認された取引の結果について取締役会へ報告することとしております。

【原則２－４－１　　中核人材の多様性の確保】

　当社グループは、性別や国籍、人種に関係なく、一人ひとりの個性や能力を最大限に活かすことのできる環境を整備し、持続的に企業価値の向
上を図ることを目指します。また、顧客、取引先はもちろんのこと、関係する役職員の人間性、多様性を尊重し認め合って働いている状況（＝ダイ
バーシティ＆インクルージョン）に向けた取組みを推進していくことで、やりがいや成長を実感できる職場環境を実現していきます。

（目標と具体的な取組み）

　女性活躍推進の取組みとして、女性管理職数を2025年度まで（2021年度比で）に50％以上増、女性技術者を50％以上増とすることを目標にする
とともに、将来の中核人材への登用の候補となりうる女性社員がまだまだ少ない現状に鑑み、女性の採用を積極的に進めていきます。

　また、人事部門と各部門のマネジャーが連携し、ライフイベント等に左右されないキャリア構築と職場環境を構築することで管理職候補者を育成
し、多様な中核人材を登用できる環境を中長期的に整備してまいります。さらには、社員のやりがいや成長の実感を推定する指標として、定期的
に従業員満足度調査を実施し、満足度の向上を図るための施策を継続的に実施していきます。

【原則２－６　 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

　当社は、企業年金の積立金の運用が従業員の安定的な資産形成に加えて当社の財政状態にも影響を与えることを認識し、企業年金の担当者
が運用委託先機関に対するモニタリング等の適切な活動を実施できるよう、適切な資質を備えた人材を配置するとともに、その育成に努めており
ます。また、当社と企業年金の受益者との間に生じ得る利益相反についても適切に管理しております。

【原則３－１　　情報開示の充実】

(1)会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画

当社グループの企業理念・経営理念、中期経営計画については当社ホームページにて開示しておりますのでご参照ください。

企業理念・経営理念

https://www.yahagi.co.jp/company/philosophy/

中期経営計画

https://www.yahagi.co.jp/ir/management_policies/plan/

(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

本報告書の「Ⅰ　１．基本的な考え方」に記載しておりますので、ご参照ください。

(3)取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続

本報告書の「Ⅱ　１．【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しておりますので、ご参照ください。

(4)取締役・監査役候補者の指名を行うにあたっての方針と手続



　取締役、監査役候補者の指名にあたっては、人格・識見に優れ高い倫理観を有し、当社事業に関わる知識・経験・能力・実績等が豊富であるこ
とや、各分野における豊富な経験・知見をもとに客観的立場から経営の監督や監視ができることなど、取締役、監査役として相応しい者を指名す
ることとしております。

　なお、指名並びに解任にあたっては、透明性と客観性を高めるために、指名・報酬委員会にて審議の上、取締役会にて決定することとしておりま
す。

(5)取締役・監査役候補者の指名を行う際の個々の選解任・指名の説明

　当社では、取締役候補者、監査役候補者の経歴並びに、指名及び解任の理由については、株主総会招集通知に記載しております。

【原則３－１－３　　サステナビリティへの取組み】

　当社は、サステナビリティを巡る課題に対する取組みをCSR、ESG経営の重要な一部と認識しており、役職員一人ひとりが企業活動を通じてSDG
sに積極的に取り組んでいくための指針として「矢作建設グループSDGs宣言」を策定公表しており、その取組みの推進を中期経営計画の事業方針
に掲げております。

SDGs宣言

https://www.yahagi.co.jp/sustainability/sdgs/#link1

　また、人的資本や知的財産への投資等につきましても、当社グループの持続的な成長に向けた経営基盤の確立に重要であると考えており、中
期経営計画の事業方針に掲げ、投資計画等を公表しております。

中期経営計画

https://www.yahagi.co.jp/ir/management_policies/plan/

　当社グループはTCFD提言に賛同を表明し、気候変動への対応を重要な経営課題のひとつと捉え、温室効果ガス排出量削減などの気候変動に
関する取組みを推進しております。加えて昨年度からCDP（気候変動）に関する情報開示に取り組み、Bスコアの評価を取得しました。

気候変動関連の情報開示

https://www.yahagi.co.jp/sustainability/environment/climate_change/

【原則４－１－１　　経営陣に対する委任の範囲】

　当社は、法令で定められた事項や経営上の重要な事項について、取締役会で判断・決定しており、その付議基準を取締役会規則に定めており
ます。それ以外の事項についても代表取締役で構成される会議体（経営会議）等にて方針を決定した上で、業務執行取締役及び執行役員にその
判断・決定を委ねております。なお、社内規程において、決裁者や報告すべき部署等を詳細に定める等、委任の範囲を具体的に示し運用しており
ます。

【原則４－９　　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

　当社では、会社法に定める社外取締役の要件、及び金融商品取引所が定める独立性に関する要件に加え、人格、識見に優れ、高い専門性と
倫理観を持ち、当社経営に対して独立した客観的な立場から指摘、意見することができるなど、独立社外取締役として十分な役割を果たすことが
できることを基準としております。　

【原則４－１０－１　　指名、報酬委員会の独立性に関する考え方、権限、役割等】

　当社はコーポレートガバナンスの一層の充実に向け、指名・報酬に対する透明性と客観性を高め、取締役会の監督機能の強化を図ることを目的
に、任意の指名・報酬委員会を設置しております。

　指名・報酬委員会は、代表取締役及び独立社外取締役で構成、独立社外取締役を過半数以上、委員長を代表取締役とし、取締役の指名・報酬
に関して、指名・報酬委員会からの答申を踏まえ、取締役会にて決定しております。

【原則４－１１－１　　指名、報酬委員会の独立性に関する考え方、権限、役割等】

　当社は、当社の事業分野それぞれの高い専門性を有する者をバランスよく選任するとともに、経営に対し客観的な立場から十分な監督機能を果
たすことができるよう独立社外取締役を1/3以上選任することで、取締役会としての多様性を確保しております。また、取締役会は当社グループの
規模及び事業の内容から、定款に定める15名以内で業務執行の監督を効果的かつ効率的に行い、経営の意思決定の迅速化を図るために必要
と考える最少人数で構成します。

　なお、取締役・監査役に求める役割・専門性についてスキルマトリックスとして、株主総会招集通知に記載しており、他社での経営経験を有する
独立社外取締役についても選任しております。

【原則４－１１－２　　取締役・監査役の兼任状況】

　当社の取締役・監査役は、その役割・責務を適切に果たすために、他の上場会社の役員を兼任する場合は、その数を当社の取締役・監査役の
業務に支障のない範囲に留めるものとし、兼任状況を株主総会招集通知に記載しております。

【原則４－１１－３　　取締役会全体の実効性の分析・評価】

　取締役会の実効性に関する記名方式のアンケートを取締役会の構成員である全ての取締役および監査役を対象に実施しました。アンケートは
取締役会の運営・議論の内容、非常勤役員に対する支援体制および前回アンケートで認識した課題の改善状況を把握することを目的とした内容
としております。

　アンケートやヒアリングを通じて出された取締役会の課題等について、取締役会において確認し、実効性の評価を行いました。アンケート等から
は、概ね肯定的な評価を得ており、当社の取締役会は、実効性が十分確保されていることを確認しました。また、前回の評価において課題とした
内部統制やリスク管理に関する事項については、ＣＳＲ／ＥＳＧ委員会の活動状況を委員会開催毎に取締役会に報告する形式とすると共に、図や
グラフなどを用いた分かり易い資料への改善についても、四半期毎の決算説明資料を中心にパワーポイントを用いるなど視覚的に分かり易い資
料を提供するなど、改善に向けて取り組みが着実に進んでいることを確認しました。

　一方、今後改善すべき点として、子会社の状況の報告や、現場視察会など非常勤役員がより当社事業の理解をより深める機会を増やすべきと
の意見があったため、今後も実効性を高める取り組みを継続してまいります。

【原則４－１４－２　　取締役・監査役に対するトレーニングの方針】

　取締役・監査役がそれぞれの役割・責務（法的責任を含む）を適切に果たすことができるよう、個々の取締役・監査役に適合した外部セミナーや
交流会など、必要な機会の提供・斡旋やその費用の支援を行っております。

　また、 社外取締役、社外監査役に対しては、当社が属する業界を取り巻く環境、当社の沿革、各セグメントの事業内容と特性、財務情報、当社

が目指している姿、中期経営計画など、当社についてより理解するために必要な情報を適宜提供しております。

【原則５－１　　株主との建設的な対話に関する方針】

　当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るべく、当社が相当と認める範囲及び方法により株主を含む投資家との対話の促進に取
り組みます。

(1)株主を含む投資家との対話は、担当部署のほか関連部署が連携して情報収集、管理及び開示を行います。

(2)機関投資家向けには本決算および中間決算後に決算説明会を開催すると共に個別面談を実施しています。また、個人投資家向けには会社説



明会を開催するほか、複数のIRイベントに参加し、対話を実施しております。これらに加え、ホームページ上で、事業内容、決算関連情報、中期経
営計画、サステナビリティに関する情報などを掲載します。

(3)株主を含む投資家との対話において得られた重要な意見・懸念等は、関係部署へフィードバックし情報共有を図るほか、特に重要なものについ
ては取締役会に報告します。

(4)インサイダー情報については、情報管理や内部者取引に関する規程を定め、厳格な統制を実施するほか、沈黙期間を設定し決算発表日前の
投資家との対話を控える等、インサイダー情報の漏洩防止に努めます。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】【英文開示有り】【アップデート日付：2024/12/18】

　当社は企業価値の最大化を図るべく、資本コストと資本収益性の差であるスプレッドの中長期的拡大に向けて、①利益成長、②投下資本のスリ
ム化、③財務レバレッジの最適化、④IRの強化に取り組んでおります。

　詳細は以下をご参照ください。

　2025年3月期 第2四半期決算説明会資料　27～30ページ

　https://www.yahagi.co.jp/ir/ir_library/material/pdf/FYE202503_2Q_briefing.pdf

【株主との対話の実施状況等】

　当社は株主との建設的な対話に関する方針に記載のとおり、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るべく、株主を含む投資家との対話
の促進に取り組んでおります。

　直前事業年度における株主・投資家との対話の実施状況は以下のとおりです。

(1)機関投資家（国内・国外）

　 決算説明会（11月・5月）　対応者：社長及びIR担当取締役　※動画配信

　 個別取材　対応者：IR担当取締役もしくは担当部署　　

(2)個人投資家

　 会社説明会（7月・11月）　対応者：社長　※動画配信

　 日経IR個人投資家フェア（8月）　対応者：IR担当者

　 名証IRエキスポ（9月）　対応者：IR担当者

(3)対話の主なテーマ

　 事業環境、長期ビジョン、中期経営計画の進捗、成長戦略、株主還元、サステナビリティなど

(4)対話結果の経営陣へのフィードバック

　 対話を通じて把握した株主・機関投資家からの意見は適宜経営陣に展開し、戦略や各施策の参考としております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

名古屋鉄道株式会社 8,282,513 19.08

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 3,323,500 7.65

矢作建設取引先持株会 2,948,400 6.79

株式会社りそな銀行 2,047,220 4.71

株式会社三菱UFJ銀行 2,047,220 4.71

有限会社山田商事 2,005,000 4.61

矢作建設工業社員持株会 1,372,930 3.16

株式会社日本カストディ信託銀行（信託口） 1,194,500 2.75

日本生命保険相互会社 833,790 1.92

株式会社横浜銀行 762,325 1.75

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム、名古屋 プレミア



決算期 3 月

業種 建設業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 9 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

石原真二 弁護士 ○

中川由賀 学者

坂　英臣 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者



f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

石原真二 ○

石原総合法律事務所　所長

東京証券取引所、名古屋証券取引所

の定める独立役員に指定

1.弁護士として培われた専門的な見識・経験に
基づき、客観的立場から的確な指導・助言を受
け、それらを適切かつ迅速な意思決定に反映
させるため選任しております。

2.当社は同氏が所長を務める石原総合法律事
務所に所属する他の弁護士と顧問契約を締結
し顧問料を支払っておりますが、顧問料は当社
への経済的依存が生じるほど多額ではなく、一
般株主と利益相反が生じる恐れがないため独
立役員として適切であると判断し指定しており
ます。

中川由賀 ○

中京大学法学部教授

弁護士　中川法律経営事務所

東京証券取引所、名古屋証券取引所

の定める独立役員に指定

1.法学分野に関する専門的な見識・経験を有し
ており、当該見識・経験に基づき、客観的立場
から的確な指導・助言を受け、それらを適切か
つ迅速な意思決定に反映させるため選任して
おります。

2.当社と同氏との間には、特別な利害関係はな
く、一般株主と利益相反が生じる恐れがないた
め独立役員として適切であると判断し指定して
おります。

坂　英臣 ○

株式会社 坂角総本舗　代表取締役会長

東京証券取引所、名古屋証券取引所

の定める独立役員に指定

1.会社経営に関する豊富な経験、高度な知見
を有しており、経営者として客観的立場から的
確な指導・助言を受け、それらを適切かつ迅速
な意思決定に反映させるため選任しておりま
す。

2.当社と同氏との間には、特別な利害関係はな
く、一般株主と利益相反が生じる恐れがないた
め独立役員として適切であると判断し指定して
おります。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 4 0 1 3 0 0
社内取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 4 0 1 3 0 0
社内取
締役

補足説明

　コーポレートガバナンスの一層の充実に向け、指名・報酬に対する透明性と客観性を高め、取締役会の監督機能の強化を図ることを目的に、委
員会を設置しております。

【監査役関係】



監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 6 名

監査役の人数 5 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　監査役と会計監査人は、定期的に会計監査人から会計監査に関する報告を受ける公式な会議等において、監査方針や監査計画について相互
確認を行うとともに、内部統制をはじめとするコーポレート・ガバナンスに関する事項について意見交換を行う等、情報の共有化を図っております。
一方、監査役会の活動についても監査役監査実施状況等を会計監査人が把握できるよう、その内容が同会議等で報告されています。

　また、監査役監査及び会計監査人監査とは独立した立場にある内部監査部門から監査役会に対し、内部監査の結果をその都度報告しておりま
す。なお、内部監査部門は、内部監査規程に基づき、当社すべての部署を対象として監査を行うとともに、必要に応じて連結子会社の監査も実施
し、会計処理が適切に行われているか、業務活動が効率的・正確に行われているかを監査することにより、経営の改善並びに能率の増進を図っ
ております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

愛知吉隆 税理士 △

岡本雄三 他の会社の出身者

伊藤歌奈子（戸籍上の氏名：林歌奈子） 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由



愛知吉隆 ○

税理士　　アタックス税理士法人 代表社

員ＣＯＯ

東京証券取引所、名古屋証券取引所

の定める独立役員に指定

1.税理士として財務及び会計に関する専門的
な知見と豊富な経験を有しており、専門家とし
て客観的立場から厳格な監査を実施するため
選任しております。

2.当社と同氏との間には、特別な利害関係はな
く、一般株主と利益相反が生じる恐れがないた
め独立役員として適切であると判断し指定して
おります。なお、過去に当社は同氏が代表社員
を務めるアタックス税理士法人に対して税務に
係るコンサル業務を委託しておりましたが、委
託料は当社への経済的依存が生じるほど多額
ではありません。

岡本雄三 ○

税理士　税理士法人MARKコンサルタンツ

代表社員

株式会社ＭＡＲＫコンサルタンツ 代表取締

役

東京証券取引所、名古屋証券取引所

の定める独立役員に指定

1.経営コンサルタント、会社経営者として会社
経営に関する豊富な経験、高度な知見を有し
ており、経営者として客観的立場から厳格な監
査を実施するため選任しております。

2.当社と同氏との間には、特別な利害関係はな
く、一般株主と利益相反が生じる恐れがないた
め独立役員として適切であると判断し指定して
おります。

伊藤歌奈子（戸籍上の氏名：林歌奈子） ○

むすび法律事務所　パートナー弁護士

東京証券取引所、名古屋証券取引所

の定める独立役員に指定

1.弁護士として専門的な見識・経験を有してお
り、当該見識・経験に基づき、客観的立場から
厳格な監査を実施するため選任しております。

2.当社と同氏との間には、特別な利害関係はな
く、一般株主と利益相反が生じる恐れがないた
め独立役員として適切であると判断し指定して
おります。

【独立役員関係】

独立役員の人数 6 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

　取締役（役付取締役以外の非業務執行取締役及び社外取締役を除く）の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬及び株式報酬によ
り構成し、監督機能を担う役付取締役以外の非業務執行取締役及び社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととして
おります。

　また、自主的に月額報酬の一部を役員持株会へ拠出しております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない



該当項目に関する補足説明

　事業報告においては、全取締役の総額開示をしております。

　有価証券報告書においては、役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額を開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　当社は、2023年6月29日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の改定について決議してお
ります。なお、当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を得ております。

　取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の内容は次のとおりです。

①基本方針

　当社の取締役の報酬等は、当社の理念（当社は、エンジニアリングによる新しい価値を提供し続けることで、従業員一人ひとりの成長と幸福の実
現、そして企業の持続的成長を目指し、常に社会の要請にこたえる事業を行う）に資するもので、当社グループの業績や企業価値との連動を

重視し、中長期の業績達成と企業価値向上に向けたインセンティブとして機能することに加え、ステークホルダーに対する説明責任を果たし得る
透明性・客観性の高い報酬制度であることを基本方針とする。

　具体的には、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬及び株式報酬により構成し、監督機能を担う役付取締役以外の非業務執行取締役及
び社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。

②基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む）

　基本報酬（金銭報酬）は、月額の固定報酬とし、役位に応じた報酬体系をベースに評価に応じて金額を決定し、優秀な人材を確保するための役
割に応じた報酬とする。

③業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える時期または条件の決定に関す
る方針を含む）

　業績連動報酬等は、金銭報酬（賞与）とし、本業の稼ぐ力を強化するため連結営業利益と、株主視点も取り入れるため親会社株主に帰属する当
期純利益を指標に、個人評価を加えた単年度の会社業績向上に対するインセンティブとして、毎年、一定の時期に支給する。なお、目標となる業
績指標とその値は、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬委員会の審議を経て、見直しを行うものとする。

　非金銭報酬等は、株式報酬とする。株式報酬は、役位に応じた固定分と業績連動分により構成し、業績連動分については原則として中期経営
計画の業績指標（連結営業利益）の目標達成度等の評価に応じて決まる仕組みとし、年度毎にポイントを付与、ポイントの数に相当する当社株式

を退任時に交付する。なお、目標となる業績指標とその値は、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬委員会の審議を経て、見直しを行うものとす
る。

④基本報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

　取締役（役付取締役以外の非業務執行取締役及び社外取締役）の報酬等の種類別の割合については、当社の経営環境及び外部のデータベー
ス等による同業他社や同規模の主要企業をピアグループとして調査・分析した報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬の比率が高まる
構成とし、取締役会から委任を受けた代表取締役社長は、指名・報酬委員会による審議の答申を尊重し、報酬等の種類別の額の範囲内で取締
役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。

　なお、報酬等の種類別の割合の目安は、基本報酬：業績連動報酬等：非金銭報酬等＝約6：3：1とする。（KPIを100％達成した場合）

⑤取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

　個人別の報酬額については、取締役会の決議に基づき代表取締役社長がその決定の委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の
基本報酬の額及び業績連動賞与の個人評価部分とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、代表取締役
社長から指名・報酬委員会に提出される原案に対する審議の答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は当該審議の答申を尊
重して、取締役の個人別の報酬等の内容について決定する。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

　社外取締役及び社外監査役に、取締役会の議案等を事前に配布するとともに、必要に応じて説明を行っております。また、取締役会の事務局と
しては総務部が、監査役の職務を補助すべき者として監査役補助人が、それぞれ実務的な補佐を行っており、社外取締役（社外監査役）に対する
支援体制を整えております。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

藤本和久 相談役 財界活動・公益的職務等 非常勤・報酬あり 2022/06/29 1年更新



元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 1 名

その他の事項

・代表取締役社長等であった者が取締役退任後、相談役の役職に就き、財界活動や公益的職務に取組んでおります。また、経営には関与してお
りません。

・相談役は取締役会決議を経て就任しております。

・上記の「社長等退任日」には、当社の取締役会長の退任日を記載しております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

　当社は取締役会、監査役会及び会計監査人設置会社であります。

　取締役会は、社外取締役3名を含む9名で構成しており、法令で定められた事項や経営上の重要な事項について判断・決定するとともに、各取締
役の業務執行の状況などを監督しております。また、指名・報酬に対する透明性と客観性を高め、取締役会の監督機能の強化を図ることを目的に
指名・報酬委員会を設置しております。

　なお、経営環境の変化に対応し、迅速かつ的確な経営判断を下していくための経営体制が構築できるよう取締役の任期を1年としております。

　また、経営と執行の分離及び執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。

　監査役会は、社外監査役3名を含む5名で構成されており、業務及び財産の状況を調査することで、経営監視機能を果たしております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は、取締役による的確かつ迅速な意思決定と業務執行並びにその監督を行う一方で、監査役による監査体制が経営監視機能として有効で
あると判断し、現状の体制を採用しております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
法的期限の7日前に発送しております。加えて、招集通知の発送2日前に当社ホームペー
ジ及び株主総会資料掲載ウェブサイト、上場証券取引所ホームページに掲載しておりま
す。

電磁的方法による議決権の行使
2019年６月開催の株主総会より、「電磁的方法による議決権の行使」を実施しておりま
す。また、同時にログインＱＲコードをスマートフォンで読み取る方法による議決権の行使
を導入しております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

議決権電子行使プラットフォーム（東証プラットフォーム）に参加しております。

招集通知（要約）の英文での提供
招集ご通知の一部英訳版を作成し、東京証券取引所に提出するとともに、当社ホーム
ページに掲載しております。

その他
株主総会において、事業報告をよりご理解いただくため、映像およびナレーションを用い
た説明を行っております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
当社ホームページの「サステナビリティ/ガバナンス」の中で公表しております。

https://www.yahagi.co.jp/sustainability/governance/disclosure-policy/



個人投資家向けに定期的説明会を開催
2023年度より個人投資家向けＩＲを開催しており、社長から会社概要、業績の
推移、中期経営計画等について説明しております。

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

機関投資家向け決算説明会を第2四半期決算、本決算の後に定期的に開催し
ております。また、決算説明会の様子を動画配信しており、当社ホームページ
に動画へのリンクを掲載しております。

https://www.yahagi.co.jp/ir_news/y2024/20253.html

あり

IR資料のホームページ掲載

当社ホームページに「株主・投資家情報」を開設し、IRニュース、決算情報（決
算短信、決算説明資料、株主通信）、有価証券報告書、四半期報告書、その
他開示資料などを掲載しております。

https://www.yahagi.co.jp/ir/

IRに関する部署（担当者）の設置 コーポレート本部 総務部

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

法令遵守はもとより企業理念の実践を通じて社会から信頼される企業となることを目的とし
て、役職員が業務を遂行するにあたり、個人として行動する上で遵守すべき基本事項を
「行動規範」に規定し、ステークホルダーの立場を尊重することを明記しております。

また、「矢作建設グループ人権方針」を定め、役職員に遵守させるとともに、その適用範囲
を事業に関連するサプライヤー、ビジネスパートナー、その他の関係者に対しても方針へ
の支持、遵守を期待しております。

詳細については当社ホームページに掲載しております。

行動規範：https://www.yahagi.co.jp/sustainability/governance/compliance/

人権方針：https://www.yahagi.co.jp/sustainability/society/human_rights/

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

国際標準化機構（ISO）の定める基準に基づき、環境マネジメントシステム及び品質マネジ
メントシステムを構築・運営しております。(ISO14001及びISO9001認証取得)

当社が環境に与える直接的・間接的負荷を把握し、これを継続的に軽減していくための活
動内容を、年に一度「やはぎエコレポート」として作成し、当社ホームページにて公開してお
ります。他にも当社は環境保全に有効な技術として、工事範囲を抑制できる地山補強土工
法「パンウォール工法」やヒートアイランド対策に有効な保水性アスファルト舗装「クール
ベーブ」等を保有しております。

また、2024年1月には全ての協力会社に対する手形支払の廃止と全額現金支払への変更
を実施しました。全額現金支払への変更は、協力会社の経営安定化をサポートし、当社と
協力会社が一体となって持続的成長を目指すだけでなく、サプライチェーン全体の共存共
栄と業界の発展に寄与するものであります。なお、この変更に伴う資金をソーシャル・ロー
ンにて調達しており、協力会社の経営安定化が地域社会の雇用維持または創出、活性化
に資するものとして日本格付研究所から最上位の評価を取得しております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

「ディスクロージャーポリシー」に加え、投資判断に影響を与える重要な会社情報（決定事
項、発生事項、決算に関する情報等）が発生した場合は、関連法令や証券取引所の定め
る適時開示規則に沿ってディスクロージャーを行っております。また、適時開示規則に該当
しない情報についても、株主・投資家の皆様に有用と判断した情報については、積極的か
つ公平・迅速な情報開示に努めております。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

　経営環境の急激な変化によりリスクも多様化・複雑化している中、グループ会社を含めた全社的な内部統制の強化とコンプライアンス

の徹底により経営リスクの最小化を図っております。なお内部統制システムの基本方針を以下のとおり定めております。

1．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)法令遵守体制の維持・向上を図るため、CSR/ESG委員会を設置し、組織横断的な管理体制の下、全社の法令遵守体制の整備及び問題点の
把握に努めるとともに、法令及び定款遵守の周知・実行を徹底する。

(2) 取締役は取締役会において定められる取締役会規則やその他の社内規程に基づいて業務を執行するとともに、取締役会を通じて他の取締役

の業務執行状況を相互に監視・監督することで、法令遵守に関する牽制機能を強化する。

2．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1)取締役の職務執行に係る情報については、文書管理に係る規程に従い、文書または電子的媒体にて適正に保存・管理し、閲覧可能な状態を
維持する。

3．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)企業活動に関連する内外の様々なリスクに適切に対応するため、リスク管理に係る規程を制定し、リスクに対する基本方針を定めるとともに管



理体制を整備する。

(2)各部署長は、自部署に内在するリスクを把握・分析のうえ、事前に対応方針を整備する等、リスクマネジメントを実施する。

(3)CSR/ESG委員会を中心に内部統制システムによるリスクアセスメントを実施し、リスクを未然に防ぐとともに、発生したリスクに対しては損失を
最小限にとどめる対策をとる。

(4)安全、品質及び環境面においては、労働安全に関するマニュアル、ISO9001及び14001の実践的活用により、リスク管理体制の構築並びに運用
を行う。

(5)地震等の自然災害に対しては、被害を最小限に抑え迅速に事業を再開することや社会インフラのいち早い復旧に尽力できるよう、事業継続性
を確保できる体制を構築する。

4．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)定期的な取締役会開催のほか、幹部会を毎月１回開催し、各部門の状況把握並びに情報の共有化を図り、機動的な対応がとれるようにする。

(2)取締役は担当委嘱に基づき役割を分担し、各部門における目標の達成に向けて職務を遂行する。

(3)各業務の承認、決裁体制を「業務決裁規程」に定めることで、業務執行を担当する取締役の権限並びにその委譲の範囲を明確にし、業務執行
の効率性を確保する。

(4)業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ、経営計画及び年度予算を立案し、全社的な経営目標を設定する。各部門においては、その
経営目標達成に向けて具体策を立案・実行するとともに、取締役会は業績報告等を通じて経営計画の進捗状況の把握並びに必要な指示を行う。

5．使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすことができるよう「行動規範」を制定する。また「行動規範」及び「就業
規則」に則り、法令及び定款に適合した業務執行を徹底するとともに、問題がある場合はCSR/ESG委員会にて審議する。

(2)監査室に相談窓口を設け、全社の業務執行に係る法的リスクの回避を図ることで使用人の法令遵守に対する意識の啓発を図る。

(3)業務を執行する使用人は、「業務分掌表」等社内規程に則って業務を遂行する。

(4)内部監査部門として監査室を設置し、事業活動の全般にわたる社内制度及び業務の遂行状況を合法性と合理性の観点から検討・評価し、必
要とされる改善を取締役並びに使用人に求める。

6．会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1)子会社からの協議事項や報告事項を定める「関連会社規程」を策定し、子会社は規程に基づき、経営概況、その他経営上の重要な情報につい
て、当社に定期的な報告を行う。

(2)グループ全体のリスク管理について定める「リスク管理規程」を制定・運用し、子会社の損失の危険管理を行う。

(3)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、グループ全体の年度計画を策定し、子会社の基本方針等を明確に
定めるとともに、子会社は業務遂行状況の管理、評価を実施する。

(4)子会社の役職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすことができるようグループ共通の「行動規範」を策定し、役
職員に周知徹底する。

(5)子会社との緊密な連携のもと、年度計画に対する子会社の経営現況や業務執行状況等について報告を求め、グループ全体の管理を実施す
る。

(6)当社の監査役、内部監査部署は、子会社に対する監査を実施する。また、コンプライアンスに係る通報制度を設け、法令違反等の早期発見と
是正を図る。

7．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

(1)当社は監査役の求めに応じ、監査役の職務の補助を担当する使用人を選任する。

8．監査役の職務を補助する使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

(1)監査役の職務を補助する使用人の取締役からの独立性を確保するために、当該使用人の人事異動等について監査役会の意見を尊重する。

(2)監査役の職務を補助する使用人は、監査役から直接指示を受け対応することで指示の実効性を確保する。

9．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

(1)当社グループの取締役及び使用人等は、当社の監査役の求めに応じて会社の業務執行状況を報告する。

(2)当社グループの取締役及び使用人等は、法令の違反行為等、当社または当社子会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した時は
当社の監査役に報告する。

(3)監査役に報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを規程に定める。

10．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)監査役は取締役会その他の重要な会議に出席するほか、職務を遂行するうえで必要な往査、書類の閲覧等を求めることができる。

(2)監査役会は必要に応じて弁護士、会計士等の専門家を活用し、監査業務に関する助言を受けることができる。

(3)監査役が職務の執行に必要な費用については、当社にて負担する。

11．反社会的勢力との関係を遮断するための体制

(1)反社会的勢力に対しては、「行動規範」においてその関係を遮断する旨を定め、当社業務への関与を拒絶し、あらゆる要求を排除する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　当社は内部統制の基本方針並びに行動規範の中で「反社会的勢力との関係遮断」について方針を明確にするとともに、総務部が専

任部署となり、警察、企業防衛対策協議会、弁護士等の外部専門機関と緊密な連携を図り、反社会的勢力に関する情報を総括的に

収集・管理しております。

　また、工事請負契約約款に暴力団との関係排除条項を明記し商取引上のリスクに備えるとともに、内部通報制度を通じてリスク情報

の集約ルートを多元化しています。

　一方、役職員に対しては外部から講師を招き会議等の場で啓蒙活動を行うとともに、社内イントラを通じて反社会的勢力に係る情報や

その対処方法等について周知徹底しております。

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無



買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――
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【会社情報の適時開示に係る社内体制】

2021年4月1日現在

（開示すべき情報）

　　　　　付議・報告 　　　　　　決定・承認

　　　報告 報告　　　

業務監査　　 　　連携

（業務の適法性・適正性）　　

監査室（内部監査部門）

会
社
情
報
の
適
時
開
示

（重要な情報）

取締役会　／　代表取締役

情報管理所管部署　（情報管理統括責任者）

各部署 子会社

外部連携機関（会計監査人等）監　査　役


